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• 一級建築士
• 福祉住環境コーディネーター1級
• 介護支援専門員手すりの高さは？

平成25年度 秋田県

【介護保険の住宅改修 】研修会 《基礎編》







介護保険 要支援サービスを分離 社会保障国民会議報告書

介護保険では、大きな改革案が二つ盛り込まれた。
利用者が想定を上回るペースで増え続け、財政を圧迫している問題に対応するものだ。
一つ目は「要支援」向けのサービスを、介護保険から市町村が独自に手がける事業に移す

案。
要支援は、介護が必要な度合いに応じた７段階の認定のうち比較的軽い二つの区分で、
介護が必要と認定された５３３万人（１２年４月時点）のうち、１４０万人が該当する。サービス
内容は掃除や買い物など身の回りの世話が中心だ。
提案は、このサービスを介護保険から切り離し、市町村が受け皿になって、地元のＮＰＯや

ボランティアも活用してコストを抑えるやり方を想定。地域事情に応じて１５年度から段階的に
移管していく道筋を描く。ただこの案には、財源や人手など市町村の受け皿が整わない地域
ではサービス低下につながる、との懸念の声がある。

もう一つの提案は、所得が高い利用者の負担割合の引き上げだ。介護保険の利用料は一
律で、かかった費用の１割だ。一方、医療保険では現在、７０歳以上の窓口負担は１割が基
本だが、課税所得が１４５万円以上の「現役並み所得」の人は３割。報告書は医療保険と同
様、一定以上の所得がある人の負担増を求めた。
具体的な内容は秋から厚生労働省の審議会で議論する。３年ほど前にも一定の所得があ

る人の負担割合を２割に上げる案が検討されたことがあり、今回も２割案が軸になりそうだ。

本年8月6日付け朝日新聞朝刊より







住宅改修を

苦手としない

業者任せにしない

家族の言いなりにしない



「住宅改修」とは？・・・定義

介護保険法第４５条

介護保険制度において

厚生労働大臣が定めた

特定種類の工事

p.8

Ⅰ.住宅改修の定義と目的



介護保険
「住宅改修費」
支給制度とは？

p.9



〈住宅改修の要点と問題点〉

1.｢何のために｣ ･･･ 『理由書』が書けますか？

2.「どのように使うか」･･･ 説明できますか？

3.手段と使用部材･機材（福祉用具を含めて）を知る

4.家族の同意を得る

5.導入時期の見極め

6.適正な予算計画･･･制度の活用

7.関連諸機関・専門職種間の連携

8.施工業者の選定

｢施工業者を育てる｣という意識を持って

9. ｢だれがコーディネートし､決定し､責任を負うのか｣
を確認

はじめに
p.24



利用手順は?

○ 事前申請制

○ 償還払い

p.1



① 手すりの取付け

② 段差の解消

③ すべりの防止及び移動の円滑化のための
床又は通路面の材料の変更

④ 引き戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への取替え

⑥ ①～⑤に付帯する住宅改修

住宅改修工事の種類
p.1,8



ｹ ｱﾏﾈ ｼ ｬ゙ｰによるｱｾｽﾒﾝﾄ

工事内容の立案・決定

実施(施工)

【住宅改修費支給制度】利用手順

事前申請→承認

工事代金支払い

支給 (事後)申請→承認

償
還
払
い

全額

受
領
委
任
払
い

自己負担分
のみ

住宅改修費支給

要介護認定

p.4,5



住宅改修の目的

介護保険法第1条

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する
疾病等により要介護状態となり、入浴・排泄

・食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療
養上の管理その他の医療を要する者等につ
いて、これらの者が尊厳を保持し、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう･･

p.9



支給限度基準額 20 万円

支給率 90 %

自己負担率 10 %

いくらまで支給される?

p.16



どのように利用されている?

要支援・要介護認定者数と介護保険費用総額
〔介護保険事業状況報告（年報）より、西村まとめ〕
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住宅改修の 利用件数と費用額
〔介護保険事業状況報告（年報）より、西村まとめ〕
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・一件当たりの費用
・『利用率』=利用件数／在宅の要支援・要介護認定者数

費
用
（
万
円
）

利
用
率
（
％
）

利用率
費用／件 事前申請制

〔介護保険事業状況報告（年報）より、西村まとめ〕



要介護度別 住宅改修利用者数
「平成23年度介護保険事業状況」より｡西村まとめ｡

p.14



以下の工事ﾃﾞー ﾀ
･･･西村事務所 2002～2012年度（11年間）の実績から

相談受付時の本人居所 n=1,166

p.14



相談･依頼者
n=1,166

p.14
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腎機能障害

呼吸器系疾患

脊髄損傷

糖尿病性神経障害

脊柱管狭窄症

心疾患

腰痛

ガン

認知症

ﾊﾟー ｷ ﾝｿﾝ病

関節ﾘｳﾏﾁ

腰椎圧迫骨折

膝関節症

大腿骨頸部骨折

加齢に伴う下肢筋力低下

脳血管障害

疾患別 工事件数
n=1,088

鬱病、廃用性症候群、多発性硬化症、
下肢骨折、股関節症、腰椎すべり症、脊髄炎、
変形性脊椎症、脊髄小脳変性症、脳性麻痺、
後縦靱帯骨化症、ALS､視覚障害、
統合失調症、メニエール病、ｻﾙｺｲﾄﾞー ｼｽ、
・・・・・・

p.15



６５歳以上の要介護の原因
（平成１３年国民生活基礎調査･厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ よ゙り）





工事の種類別 工事件数
p.15



施工箇所別 工事件数
p.15



利用制度別 工事件数

n=1,166

p.16



工事費用別 工事
件数 n=1,166

p.16



○特例

３段階リセット

転居リセット

p.17



｢介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて｣の改正
等に伴う実施上の留意事項について(平成21年4月10日 通知)

但し、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合のみ｡

引き戸等への扉の取替えに､
｢引き戸等の新設｣が追加｡



壁の向こうにトイレがある



ﾄ ｱ゙ (扉)の新設



壁の向こうに廊下～トイレがある







引き戸の新設



段差の解消として､
｢傾斜の解消｣が追加｡

｢介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて｣等の
一部改正(平成24年3月30日 ）

想定｢排水勾配をなくす｣･･･など



扉の取替えとして､
｢扉の撤去｣が追加｡

｢介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて｣等の
一部改正(平成24年3月30日 ）



｢介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて｣等の
一部改正(平成24年3月30日 ）

段差の解消に付帯する工事として､
｢ｽﾛｰ ﾌ の゚設置に伴う転落や脱輪防止を
目的とする柵や立ち上がりの設置｣が追加｡



p.18
二人以上の
要介護者？



夫のため、
通路材料の変更

妻のため、
手すりの取付け



公営住宅
トイレの例

p.19







集合住宅の
共用部分

マンション
階段に手すり



p.20

中庭を通路
にしたい

新たに通路をつくる？ p.20



中庭を通路
にしたい



申請対象範囲



手すりが
･太すぎる
･途切れている
→取替えたい

p.21





手すりの
･取替え
･新設(追加)



改修内容の決定手順

現状の把握

改修計画をまとめる

見積を作成する

本人･家族が
決定する

p.23

医療･介護関係者の
意見を聴く コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト(

調
整)

建
築
技
術
者

本人･家族の
意向は？

＝ 設計



• ニーズ needs
専門職が客観的に判断した必要性

• ディマンズ demands
本人(家族)が感じ取り､
態度で表明している要望･主訴

調

整

(

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト)

ニーズとディマンズの調整

はじめに

｢住宅改修は家族問題｣



｢サービス担当者会議｣の活用



秋
田
市
〔事
前
審
査
申
請
書
〕

p.46
p.145Ⅱ.制度の利用



秋田市〔事前審査申請書〕
｢添付書類｣欄

１．住宅所有者の承諾書（住宅の所有者が当該被保険者でない場合のみ）

２．介護支援専門員（ケアマネジャー）等が作成した住宅改修が必要な理由書

※ケアプランを作成するケアマネジャー等がいる場合は、ケアプラン等を添付

３．工事費見積書

※改修箇所ごとの材料費（メーカー・品番・材質・規格・数量・単価等）・施工費（人工等）、
介護保険対象部分が明確であるもの

４．改修予定箇所ごとの日付入りの写真

※予定箇所に印をつけるなど、できるだけわかりやすいもの

※写真だけでわかりにくい場合は図面等も添付

※書類で不十分な場合等、現場を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

計画､見積､ﾁｪｯｸ･･･
できますか？

p.48



秋
田
市
〔支
給
申
請
書
〕【償
還
払
い
用
】



秋
田
市
〔支
給
申
請
書
〕【受
領
委
任
払
い
用
】



理由書の様式例(秋田市)p1 p.49
p.147



理由書の様式例(秋田市)p2



理由書作成の要点
論法

生活のナニで困っているか？

ナニができないか？

改善するために、

どこをどのように改修するか？

改修すれば

ナニができるようになるか？

p.49



理由書 記載要領(静岡県袋井市の例) p1
p.49
p.147



理由書 記載要領(静岡県袋井市の例) p2



理由書 記載例(静岡県袋井市) p1



理由書 記載例(静岡県袋井市) p2



p.48
p.146

見積書の例

諸経費

設計費の
計上可



工事の種類・箇所
材料の種類・品番

･単価・数量

施工費(工賃)

工事の種類別に小計



介護保険以外に
利用できる制度

1.あきた安全安心住まい振興事業

｢安全安心リフォーム推進事業｣

p.53







2.身体障害者日常生活用具給付

種目 性能 対象者

移動用リフト 介助者が重度身体障害者（児）を移動さ
せるにあたって、容易に使用し得るもの
ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うも
のを除く

下肢または体幹機能障害
2級以上､
原則として3歳以上

温水洗浄便座 取替式の便座（便器一体型を除く）であっ
て、乾燥機能を有するもの
ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うもの
を除く。

上肢障害2級以上
（学齢児以上）

移動・移乗支援
用具

おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ等であること
ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分
踏まえたものであって、必要な強度と安
定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、
移乗動作の補助、段差解消等の用具と
する
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除
く

平衡機能又は下肢もしくは体
幹に障害を有し、家庭内の
移動等において介助を必要
とするもので
原則として3歳以上

p.54



他に利用可能な制度

○ ﾊ ﾘ゙ｱﾌﾘｰ改修に対する固定資産税の減額
改修工事が平成28年3月31日までに完了
自己負担額が50万円を超える場合
減額率=1／3

○ ﾊ ﾘ゙ｱﾌﾘｰ改修に対する所得税の特別控除
改修後の居住開始が平成26年3月31日
自己負担額が30万円を超える場合
控除対象限度額=200万円｡控除率=控除対象額の10%



住宅改修のための建築用語

 柱､梁､筋交い(すじかい)､間柱､胴縁

 基礎､土台

 上框(あがりかまち)

 扉(開き戸･ﾄ ｱ゙ )､引き戸､折れ戸

 建具､ｻ ｯｼ､鴨居､敷居

 掃き出し窓

 踏み面､蹴上げ､段鼻

p.176

Ⅲ．建築の基本技術



①図面とは
平面図
立面図
断面図

p.154



② 単位
原則としてmm

縮尺
〔例〕1/100

1/60､1/50
1/30



p.51
p.151

平面図･断面図



(部分)平面図･断面図
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Ⅳ.住宅改修工事の基本技術

1. 手すりの取付け

p.61



歩行用手すりの高さは？

だれが､何を､
基準に決める?



そうですか

？











2. 段差の解消

p.68







3. 引き戸等への

扉の取替え

p.70



ドア



ﾄ ｱ゙→引き戸に取替え
(吊り戸）



引き戸への
扉の改修



4. 滑りの防止

及び

移動の円滑化のための

床または通路面の

材料の変更

p.76



和室6畳



車いすｶﾞー ﾄﾞ
(巾木)

ﾌﾛｰﾘﾝｸ 板゙張り





通路材料の変更
または

段差の解消





通路材料の変更



5. 洋式便器等への

便器の取替え

p.124





肘掛け型
手すり

ｳｵｼｭﾚｯﾄ付き
補高便座


